
フロン回収・破壊法のシステム 

（第一種特定製品からの平成１７年度フロン回収量） 

対象：冷媒用ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣ 
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（注１）平成１９年１０月より改正法が施行される。 
（注２）第二種特定製品からのフロン回収については、平成 17 年１月１日から自動車リサイクル法に移行
された。 
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フロン類 再利用量４３４トン 

フロン類回収量 
 ２，２９８トン 

破壊業者への引渡量 
 １，８６６トン  

年度末保管量 
 １５８トン

年度当初保管量 
 １６０トン

今回の公表は、本通知を受けて 
行うものである。 


